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令和６年度 事 業 計 画 

 

１ 災 害 救 護 

 災害救護は日本赤十字社が行う重要な事業の一つであり、日本赤十字社鹿児島県支部

（以下「県支部」という。）では、日本赤十字社救護規則等に基づき常備救護班８班を編

成し、災害発生時には救護班等を派遣して救護活動を実施するとともに、県や市町村の

行う救助業務に協力することとしている。 

 迅速かつ適切な救護活動が実施できるよう、救護体制及び救護装備・資機材の確認と

見直しを進めるとともに、各種訓練や研修に積極的に参加する。 

(1)  常備救護班の設置及び活動 

  災害発生時に、被災地に救護班を派遣し医療救護を実施するとともに、必要に応じ

て被災者や避難者の巡回診療を実施する。このため、平時から医薬品及び救護資機材

の点検や救護班要員の教育訓練等を実施し、災害に即応できる体制づくりに努める。 

  ◎常備救護班の編成状況                       （人） 

 医  師 看 護 師 長 看 護 師 主  事 計 

1 個 班 の 編 成 １ １  ２  ２   ６ 

常 備 要 員 数 ８ ８ １６ １６  ４８ 

(2)  災害救護訓練等の実施と参加 

ア 九州八県支部合同災害救護訓練 

 大規模災害時に、九州八県支部が相互に連携して統制の取れた救護活動を展開で

きるように、毎年、各県支部が輪番で合同災害救護訓練を実施している。 

令和７年度から、南海トラフ地震対応計画の実効性や現体制の課題の抽出を目

的とした新たな訓練を実施することとしており、令和６年度は、各県支部合同で訓

練内容の検討等を行う。 

イ 各機関が実施する防災訓練への参加 

(ｱ) 鹿児島県国民保護共同図上訓練 

鹿児島県庁で実施される訓練に職員が参加する。 

(ｲ) 鹿児島県総合防災訓練 

奄美市で実施される訓練に職員、地域赤十字奉仕団、赤十字アマチュア無線奉

仕団などが参加する。 

(ｳ) 桜島火山総合防災訓練 

鹿児島市(桜島等)で実施される訓練に職員、地域赤十字奉仕団、赤十字アマチ 

ュア無線奉仕団などが参加する。 

(ｴ) 鹿児島市多数傷病者事故対応訓練 

鹿児島市で実施される訓練に職員が参加する。 
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ウ 救護員研修 

(ｱ) 県支部救護員基礎研修、救護員フォローアップ研修 

災害時の救護活動等を適切に果たせるよう、救護員の量的確保及び質的向上を

図ることを目的に、県支部管内職員を対象とした救護員基礎研修を実施する。ま

た、救護員基礎研修既受講者を対象に、知識・技術の研鑽を目的とした救護員フ

ォローアップ研修を実施する。 

(ｲ) 「こころのケア」研修会の実施 

 救護員を対象に、被災者や救護員、ボランティア等が被る心理的影響の特性に

関する基本的な知識と理解を深め、対処法を習得するための「こころのケア」研

修会を実施する。 

(ｳ) 全国赤十字救護班研修会 

大規模災害時の多様なニーズに対応できる救護班要員の更なる資質向上を目

的として研修会に職員を派遣する。併せて、同研修会の運営スタッフとして関わ

る職員の育成も図る。 

(ｴ) 日赤災害医療コーディネート研修会 

災害時に、関係機関と連携して救護班の活動調整等を担う「災害医療コーディ

ネートチーム」(日赤本社が任命)養成のため、研修会に職員を派遣する。 

(ｵ) 原子力災害対応基礎研修会 

救護班要員等が放射線環境下で安全かつ安心して救護活動に従事できるよう、

放射線や原子力災害医療体制等に関する基本的知識及び放射線防護資機材の使

用方法を習得するための研修会を実施する。 

(3) 救護資機材等の整備 

災害発生時に円滑な救護活動が行えるよう、県支部及び地区・分区に必要な救護資

機材等を整備・更新する。 

・地区・分区への災害救援車整備補助 ６０万円×２台 

・救護所用資機材（ＡＥＤ、救護資機材移動用台車） 

・救護活動用装備（作業衣） 

・奉仕団活動用装備（作業衣、炊出し釜） 

(4) 死亡弔慰金の支給 

  自然災害及び火災による死亡者１人につき２万円を、死亡弔慰金として遺族に支給

する。 

(5) 赤十字看護師の養成 

  救護看護師確保等のため、日本赤十字九州国際看護大学に県支部長推薦で入学した

看護学生に対し、奨学金を支給する。 

  ・１年生１人 ３年生 １人   計２人 
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   また、鹿児島赤十字病院奨学生に対し、奨学金の一部を助成する。 

   ・１年生 １人、３年生 １人   計２人 

(6) 臨時救護の実施 

  公的機関・団体等が開催する大会・祭典等及び身体障害者、高齢者等が多数集まる

会場において、不慮の事故等に備えるため医師、看護師等を派遣する。 

(7) 義援金・救援金の募集 

  災害救護事業の一環として、県内外の被災者に対する義援金募集活動を積極的に実

施する。また、海外における赤十字の救援活動や復興支援活動のための救援金募集活

動を実施する。 

(8) 防災・減災教育事業の実施 

  災害から命を守り、暮らしをつなぐために必要な「自助」「共助」の力を高めること

を目的に、地域住民等を対象とした赤十字防災セミナー等を実施する。 

  また、自治会等からの要請に適切に対応できるよう、指導員の確保・育成に努める。 

 

２ 救急法等の講習 

(1) 講習会の開催 

  健康で安全に生活するための知識や技術を学んでいただくための講習会を開催する。 

             令和６年度講習会開催計画 

講  習  種  別 回   数 受講予定者数 

救  急  法 

基 礎 講 習 ２５ ７００ 

救急員養成講習 １５ ４５０ 

短 期 講 習 ２００ １２，０００ 

水 上 安 全 法 
救助員養成講習 ２ ３０ 

短 期 講 習 ３０ １，５００ 

健康生活支援講習 
支援員養成講習 １ ２０ 

短 期 講 習 ３０ １，５００ 

幼 児 安 全 法 
支援員養成講習 ７ ２００ 

短 期 講 習 ４０ １，６００ 

計  ３５０ １８，０００ 

(2) オンライン講習の実施 

講習の受講機会が少ない地域や団体等を対象に、オンライン講習会を開催する。 

また、講習受講者等に、自宅等で繰り返し学べるｅラーニング教材「赤十字ＷＥＢ 

ＣＲＯＳＳ」を紹介し、活用を促す。 

(3) 指導員養成講習の実施 

水上安全法や救急法の普及体制を強化するため、新たな指導員を養成する。 
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(4) 講習資機材の整備 

講習会に使用する教本や資材について次のとおり整備する。 

ア 講習用教本、教材セット     

イ 講習用消耗品（ＡＥＤトレーナーパッド、消毒用薬品、人工呼吸用マスク等）   

 

３ 赤十字奉仕団 

 赤十字奉仕団は、赤十字の人道・博愛の精神に基づき、様々な実践活動を通じて、明る

く住みよい社会を築いていくことを目的として活動しており、赤十字事業を推進する原

動力となっている。 

今後も主体的に活動できるよう、赤十字奉仕団の指導者や団員を対象に各種研修会を

開催し、赤十字奉仕団の育成とその活動の拡充・強化を図る。 

(1) 赤十字奉仕団の現況 

区  分 団  数 団 員 数 

地 域 赤 十 字 奉 仕 団 ５９ １１，９３８ 

青 年 赤 十 字 奉 仕 団 １ ９ 

赤 十 字 ア マ チ ュ ア 無 線 奉 仕 団 １ ３２４ 

赤 十 字 安 全 奉 仕 団 １ １４０ 

青 少 年 赤 十 字 賛 助 奉 仕 団 １ ４９ 

合  計 ６３ １２，４６０ 

(2) 赤十字奉仕団の育成 

   赤十字奉仕団委員長会議の開催 

   地域赤十字奉仕団研修会の開催 

   青年赤十字奉仕団研修会の開催 

   赤十字安全奉仕団研修会の開催 

   赤十字ボランティア・リーダーシップ研修の開催 

 

４ 赤十字防災ボランティア 

 災害発生時に被災者支援活動の中心となるボランティアを養成するため、赤十字防災

ボランティア養成研修会を開催する。また、日赤本社が主催するボランティア・リーダ

ーの養成研修に対象者を派遣する。 

 

５ 青少年赤十字 

 青少年赤十字は、次代を担う青少年が赤十字を正しく理解し、進んで赤十字運動に参

加し、世界の平和と人類の福祉に貢献できるように、日常生活の中で、望ましい人格と

精神を自らつくりあげることを目的とした事業であり、教師等を指導者として、幼稚園・

保育所（園）、こども園、小・中・義務教育・高等学校及び特別支援学校の中に組織され、
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学校教育・幼児教育の中で青少年赤十字活動が進められている。 

 令和４年に創設１００周年を迎えた日本での青少年赤十字活動が、今後も広く長くつ

ながっていくよう、令和６年度も普及や推進につながる取り組みを続ける。 

(1) 校種別加盟の現況 

 区  分 
令和５年１１月末現在加盟数 

学校(園)数 

幼稚園・保育園・こども園 ５４  

小   学   校  ２４８  

中   学   校 ９３  

義 務 教 育 学 校 ６  

高  等  学  校 ２１  

特 別 支 援 学 校   ３  

計 ４２５ 

(2) 講習会等の開催 

  ア 県支部主催 

(ｱ) 青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センターの開催 

（小・中・高校生対象） 

(ｲ) 青少年赤十字一日リーダーシップ・トレーニング・センターの開催 

（小・中・高校生対象） 

(ｳ)  青少年赤十字指導者講習会の開催 

(ｴ) 校長・教頭・指導主事対象青少年赤十字研修会の開催 

  イ 九州ブロック主催 

   (ｱ) 九州ブロック青少年赤十字指導者養成講習会（当番：長崎県支部） 

  ウ 日赤本社主催 

(ｱ) 青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター指導者養成講習会 

(ｲ) 青少年赤十字中央講習会 

(ｳ) 指導主事対象青少年赤十字研究会（１人派遣） 

(ｴ) 青少年赤十字スタディ・センター（２人派遣） 

(3) 加盟校（園）活動推進事業 

  青少年赤十字の実践目標・態度目標に沿った園児・児童・生徒の主体的な活動のた

めに必要とする経費を助成する。 

  ５万円×４校（園） 

６ 福 祉 事 業 

地域包括ケアシステムへの貢献 

  赤十字奉仕団が地域づくりに貢献できるように、これまでの高齢者支援活動のみな

らず、子育て支援、防災活動等の地域活動に対し、助成を行う。 
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７ 国 際 活 動 

世界には、現在１９１の赤十字社・赤新月社等があり、日本赤十字社は、その一員とし

て、紛争や自然災害などで苦しんでいる人々に対する救援活動や、発展途上国に対する

開発協力等を行っている。 

(1) 「ＮＨＫ海外たすけあい」寄付金募集 

  毎年１２月１日から２５日まで全国一斉に展開される「ＮＨＫ海外たすけあい」

寄付金募集を、地区・分区及び各種赤十字奉仕団、青少年赤十字、県民の方々の協力

を得て実施する。 

(2) インドネシア共和国のコミュニティ防災強化事業への支援 

   アジアの中でも自然災害の多い国の一つであるインドネシア共和国の、地域におけ

る災害リスクの軽減を目的とした、学校及び村落の災害に対するレジリエンス強化の

支援事業に参加する。 

 

８ 赤十字大会 

 ５月の赤十字運動月間中に、会員等の増強と赤十字思想の普及を図る目的で開催され

る「全国赤十字大会」に参加する。また、赤十字事業の推進に頁献された方々を顕彰する

とともに、日本赤十字社の社旨を広めることを目的として開催される「九州八県赤十字

大会」に参加する。なお、令和７年度の同大会は鹿児島県での開催となるため、実施に向

けて準備を開始する。 

(1) 全国赤十字大会 

  ア 期  日     令和６年５月（予定） 

  イ 会  場     明治神宮会館（東京都） 

  ウ ご臨席の妃殿下  日本赤十字社名誉総裁及び名誉副総裁各妃殿下 

  エ 参 加 者     有功章受章(彰)者、全国各都道府県支部地区・分区職員 

赤十字奉仕団、その他赤十字関係者 

(2) 九州八県赤十字大会 

  ア 期  日     令和６年１１月（予定） 

  イ 会  場     ヒルトン福岡シーホーク（福岡県） 

  ウ ご臨席の妃殿下  日本赤十字社名誉副総裁宮妃殿下 

  エ 参 加 者     有功章受章(彰)者、九州各県支部地区・分区職員、赤十字奉 

仕団、その他赤十字関係者 

  オ 大会行事     有功章の授与、感謝状贈呈等 
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９ 赤十字有功会活動 

 鹿児島県赤十字有功会は、赤十字活動に協力し、赤十字の人道博愛精神の普及とその

事業の推進に奉仕するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的に活動している。 

  本年度も、その活動の更なる活性化を図る。 

 

10 広 報 活 動 

 赤十字事業への理解と協力を得るために、地区・分区、県内赤十字施設と連携し、各種

広報媒体の活用、各種イベントへの参加、赤十字施設への見学誘致等、積極的な広報活

動を行う。 

(1)  マスコミ等による広報 

 ア 新聞・ラジオでの広報 

赤十字事業に対する県民の理解の促進を図るため、地元紙による広報、地域のラ

ジオ局でのスポット広報等を行う。 

イ 赤十字運動月間の広報 

５月８日の「世界赤十字デー」を中心に、建物を赤色にライトアップする「赤十

字レッドライトアッププロジェクト」や懸垂幕の掲出等を行い、赤十字運動月間の

周知及び赤十字活動への理解の促進を図る。 

(2) 各種イベントにおける広報 

各市町村社会福祉協議会主催の「社会福祉大会」や県内の各種イベント会場におい

て赤十字コーナーを設置し、赤十字事業紹介のパネルや救援物資の展示、救急法等体

験イベント、防災啓発活動等を行う。 

(3) 刊行物による広報 

  ア 支部発行                       （部） 

機関紙「赤十字かごしま」 年２回 ６５，０００ 

事業年報 年１回 ５４０ 

事業計画 〃 １５０ 

赤十字運動月間用チラシ 〃 ３１０，８３６ 

赤十字運動月間の手引き 〃 １３，４７１ 

ＪＲＣ機関紙(ふれあいの窓) 〃 ２，０００ 

高校ＪＲＣ機関紙（光輝） 〃 １，０００ 

イ 本社発行                       （部） 

赤十字新聞 月 刊 １８，０００ 

パンフレット 年１回 ７，０００ 

ポスター 年１回 ２，１５０ 

  

-7-



 

(4) インターネットによる広報 

 県支部のホームページやFacebook、Instagramを活用して、赤十字事業や各種の情報

について、若者を中心に広く県民各層に紹介する。  

 

(5) 赤十字を身近に感じてもらうための広報 

  自治会等を対象に赤十字会館への見学を誘致し、赤十字事業に関する説明、救急法等

の体験講習、救援物資倉庫見学等を実施するほか、遠方の方々に対しては、出前講座を

実施するなどして、赤十字活動及び社資への協力に関する理解の促進に努める。 

 

11 会員等の増強 

現在、世界各地では、地震・台風・洪水等による自然災害が頻発している一方、民族・

宗教間の紛争・テロ行為等の人為的な災害も多発している。これに伴い、十分な食料、医

療を受けることができず、今なお苦しんでいる人は、後を絶たない。 

過去の大規模災害で多くを学んだ日本赤十字社は、「人間のいのちと健康、尊厳を守る」

という赤十字の使命を再認識し、日本を含む世界中のどこで大規模災害が発生しても、

国際赤十字の一員として人道活動を実践していく必要がある。 

この人道活動の実践のためには、財政の基礎となる会員の増強と会費等の安定的な確

保による財政基盤の構築が必要不可欠であることから、赤十字運動月間である５月を中

心に、県下全域において、各地区・分区、協賛委員、赤十字奉仕団や町内会役員の方々等

のご理解とご協力をいただきながら、会員（個人・法人）の増強と会費等の確保を図る。

併せて、遺贈・相続財産による寄付の普及啓発や、赤十字サポーター等に参加いただけ

る企業・団体の募集に努める。 

-8-



１２ 医 療 事 業 

 

鹿児島赤十字病院は、公的医療機関として地域医療の進展に貢献していくため、一般病床

１２０床をベースに災害時の医療救護、離島・へき地医療への取り組みはもとより、リウマ

チ・膠原病、関節・脊椎整形外科領域を主とする急性期医療など、各診療科領域において専

門的かつ高度な医療の適切な提供に取り組み、その使命と役割を果たしている。 

病床機能については１２０床全床急性期病床として運営していたが、診療報酬改定よる

影響や医療ニーズの動向、県が策定した地域医療構想を踏まえ、急性期８０床、地域包括ケ

ア病床４０床へ変更することとして作業部会を設置し準備を進めていた。 

 しかしながら、令和２年７月より新型コロナウイルス感染症患者を受入れるため、１病棟

４０床を専用病床として対応したことから、病床機能の変更については、その時期を調整す

ることとしていた。 

令和５年５月からの新型コロナウイルス感染症の５類移行を踏まえて、同年１２月から

急性期８０床、地域包括ケア病床４０床への病床機能の変更を行ったところである。 

今回の病床機能変更により、さらなる地域に根ざした最適な医療の提供はもとより、赤十

字の使命である災害救護、離島・へき地医療の支援などを継続するために、医師・看護師等

人材の確保や医療機器・設備の充実、地域医療連携の一層の推進等を図り、病床稼働率の改

善・向上など引き続き経営収支の改善と安定化に取り組むとともに、安全な医療の提供や医

療サービスの質の向上に努める。 

 

（１）災害時における医療救護活動 

災害発生度の高い本県の気象条件、地理的特徴に鑑み、災害時に医師・看護師等を速

やかに派遣し、その機能が十分発揮できるよう、常備救護班の整備や災害救護訓練に積

極的に参加するなど、緊急時に備えておくこととする。 

 

（２）離島・へき地医療活動 

離島・へき地住民のいのちと健康の支えとなる診療に尽くすため、へき地医療拠点病

院として、離島・へき地診療所の医師の巡回診療活動、急患等対応のための電話遠隔診

療を継続的に行い地区住民への医療サービスの提供に努める。 

   へき地診療所医師・看護師派遣 

三島村（４ヵ所） 延 ２４６日 

十島村（７ヵ所） 延 ３９８日 

 計 （１１ヵ所）延 ６４４日 

 

（３）消防・防災ヘリコプター積極的活用に係る医師搭乗システム及び鹿児島県ドクター

ヘリ搬送先医療機関の協力 

平成２１年１０月から始まった本土内の病院間搬送や救急現場への出動のための、

消防・防災ヘリコプターの積極的活用において、搭乗医師の派遣の協力に努める。 

また、平成２３年１２月２６日から運行された県ドクターヘリについても搬送先

（受入）医療機関として協力に努める。 
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（４）一般医療・難病領域等の特色ある診療活動 

内科・リウマチ科・整形外科等の領域において、当院の特色と専門性を生かし、疾病

構造の変化等に適切に対応していくため、関係機関・鹿児島大学医局との連携・支援を

得ながら、その体制整備と適切な医療活動に努めてきたところである。 

また、救急医療及び術前検査実施等の充実により体制の強化を図るとともに、下記項

目を重点事項として経営改善を図りつつ、地域医療事情・要望に適切に応えられる医療

サービスの提供に努める。 

  ア リウマチ膠原病等に対する適切かつ質の高い医療の提供 

  イ 関節、脊椎疾患等整形外科領域の質の高い医療の提供 

  ウ 「手の外科」領域の質の高い医療の提供 

  エ 「麻酔科部門」の体制整備充実による整形外科領域の手術等の拡充かつ適切な医療

の取り組み 

  オ 放射線部門を始め各領域診断の充実 

  カ 「疾患別リハビリテーション」に対応するため、理学療法・作業療法・言語聴覚療

法の充実 

  キ ＤＰＣ（診断群分類別包括評価制度）対象病院としての運営の積極的な取り組みと

後発医薬品の導入促進 

  ク クリティカルパスの見直しや後発医薬品の導入による材料費率（対医業収益比率）

の改善 

令和６年度経営指標（目標） 

 入  院 外  来 

1 日 当 り 患 者 数  １０８.８人 １４７.０人 

１人 1 日当り診療収益 ４８,８０２円 ４６,０００円 

病 床 稼 働 率  ９０％以上  

平 均 在 院 日 数 ２１日以内  

 

（５）医師・看護師確保対策 

  ア 医師確保対策として、鹿児島大学医局との連携強化に努めるとともに、医師の事務

作業を補助する専従者（医療クラーク）を配置し、医師の事務的な業務負担軽減を

図り、医師が医療業務に専念できる体制の充実を図る。 

  イ 看護師確保対策として、「鹿児島赤十字病院奨学金制度」を活用し、日本赤十字九

州国際看護大学で看護師を養成する。 

 

 

（６）健康診断及び保健指導等 

  ア 集団健診の実施 

    地域・学校・職場等の団体を対象とした健診の実施 

  イ 各種健診の実施 

-10-



   （ア）全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診の実施（一般健診・付加健

診） 

   （イ）国民健康保険・各共済組合生活習慣病予防健診の実施（人間ドック） 

   （ウ）日本赤十字社健康保険組合生活習慣病予防健診の実施（一般健診・付加健診） 

   （エ）特定健診の実施 

  ウ 保健指導等 

    各種医療相談・栄養相談並びに救急法講習会等を実施し、地域の健康づくりを支援

する。 

（７）地域医療連携と援助活動 

  ア ソーシャルワーカーによる社会福祉の専門的サポートと、地域医療機関等関係各

機関との連携による相互援助活動を行う。 

 

 

 

鹿児島赤十字病院・理念 
わたしたちは、人道・博愛の赤十字精神に基づき、心のこもった医療を提供します。 

基本方針 
 １ 患者中心の医療 

   患者の人権と意思を尊重し、十分な説明と同意に基づき、わかりやすい医療を提供します。 

 

 ２ 救急医療と災害救護の充実 

   地域に信頼される救急医療を目指すとともに、災害、事故などへの救護活動を使命とします。 

 

 ３ 専門性の高い医療の提供と地域との連携 

   リウマチ関節、脊椎、脳神経疾患を中心に専門性の高い医療を提供し、地域医療機関と連携強化

に努めます。 

 

 ４ 離島・へき地医療の充実 

   離島・へき地の住民の方々の健康と心の支えとなる診療に尽くします。 

 

 ５ 医療従事者の教育と研修の推進 

   研修・研鑽を積むとともに、次代を担う医療従事者の教育・研修の場を提供します。 

 

 ６ 職場の活性化と健全経営 

   全職員が協力して、安全な管理と健全な運営を目指し、笑顔で働き甲斐のある病院にします。 
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１３ 血 液 事 業 

 

血液事業は国民の信頼のうえに成り立っている事業であるが、法的には「安全な血液製剤の安

定供給の確保等に関する法律」（以下「血液法」という）に基づいて運用されており、献血者の

安定的な確保と安全な輸血用血液の供給を使命としている。なお、「血液法」では、輸血用血液

の国内自給を基本理念としており、血液事業の実行にあたっては、国、県、市町村、採血事業者、

医療関係者等の各々の役割と責務が明確化されている。さらに、「血液法」では、厚生労働大臣

は「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」（以下「基本方針」

という）を定めるものとし、「基本方針」は、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要がある

と認めるときは、これを変更するものとされている。 

 

「日本赤十字社長期ビジョン」に基づいた「第二次中期事業計画（令和５～７年度）」におい

て、血液事業では、①「新しい生活様式」を踏まえた献血血液確保体制の確立、②血液事業にお

いて、気候変動の抑制に効果がある施策の展開、➂IT や IoT の技術等の導入により人手を介さ

ない業務に対応できるなど、将来的な事業運営を見据えた次期基幹システムを導入、④少子高齢

化を始めとする社会環境の変化や医療ニーズが変化していく中でも、安定して必要な血液量を

確保できる体制の構築や若年期に献血に触れるきっかけを失った世代への対応、⑤輸血後副作

用を減少させ医療に貢献、という 5つの「事業・部門別目標」を掲げている。九州ブロックの一

地域血液センターである鹿児島県赤十字血液センターとしても、今後の持続可能な血液事業の

ためには上記目標の達成が必要であると考えている。 

 

当センターとしては、「血液法」を遵守しつつ、的確な需要の把握に基づく血液の確保、安全

で快適に献血ができる環境の整備、医療機関から信頼される供給体制の実現に向けて取り組む

ことは当然のこと、限りある血液の有効利用も今まで以上に真剣に取り組んでいく。併せて、血

液事業を巡る社会環境とニーズの変化を機敏に把握・対応し、地域輸血医療の技術的支援拠点と

して進化しつづけることができるように関係機関、県民の力を結集していくこととしている。 
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(1) 供給、採血計画 

ア 供給計画                             （単位：本） 

成 分 200mL 由来 400mL 由来 成分由来 合 計 200mL 換算 対前年比 

全 血 製 剤 0 0  0 0 0.0% 

赤血球製剤 720 48,809  49,529 98,338 100.1％ 

血 漿 製 剤 360 9,922 1,800 12,082 27,404 101.9％ 

血小板製剤   10,955 10,955 109,550 99.4％ 

合 計 1,080 58,731 12,755 72,566 235,292 100.0％ 

構 成 比 ( %） 1.5% 80.9％ 17.6％ 100.0%   

 

イ 採血計画                             （単位：人） 

採 血 施 設 200mL 400mL 成 分 合 計 稼動数 

血液センター 40 6,208 10,150 16,398 310 

献 血 ルーム 60 6,226 9,088 15,374 311 

献 血 バ ス 55 32,000  32,055 640 

合 計 155 44,434 19,238 63,827  

構 成 比 ( % ） 0.3％ 69.6% 30.1% 100.0%  
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(2) 献血者確保対策 

献血者の安定確保については、国の献血推進計画を踏まえ、「献血推進に係る新たな中期

目標～献血推進２０２５～」に基づき、将来の献血者確保も踏まえ複数回献血の推進や集団

献血の実施、献血周知度の上昇等、広く県民に献血への協力を仰ぐ必要がある。そのため、

治療に必要な血液製剤の確保が相互扶助と博愛精神による自発的な献血によって支えられて

いることや、血液製剤の在庫状況等、県民に正確な情報を伝えた上で、献血への協力をお願

いしていく。 

   また、献血者の年齢層に応じた献血推進はもとより、企業、団体等への普及啓発活動や、

献血推進ボランティア組織、献血協賛企業等の協力を得ながら献血者の募集活動を行う。 

 

① 複数回献血の増加対策および献血予約の推進 

献血者を安定的に確保するため、「献血 WEB 会員サービス（通称：ラブラッド）」会員の募

集強化を図り、長期にわたり継続して複数回献血に協力していただくための普及啓発を行う。

併せて、事前問診等アプリ利用のメリットをアピールし、アプリの使用を促進し、「献血予約」

を推進する。 

 

② 若年層献血者の増加対策 

ア 次世代の献血者を育成することを目的とした若年層への献血思想普及啓発 

10 代の献血者層においては、献血への理解を深め、初めての献血を安心して行ってい

ただく。具体的には、小学生に対しては「楽しく学ぼうキッズ献血」を実施し、中学生

に対しては、「校内献血セミナー」や「職場体験学習」の受入れを積極的に行う。高校

生に対しては、鹿児島県との連携による「献血セミナー」と「校内献血」を実施し、

「男性は17 歳から400mL 献血が可能」であることを案内する。 

 

イ 学生献血推進協議会の育成 

県内の大学や短大、専門学校生から組織されている学生献血推進協議会の育成強化を

すると同時に、学生献血推進協議会主催の各献血推進キャンペーン（クリスマス献血、

バレンタイン献血、ハロウィン献血等）を実施し、将来の献血を担う若年層に対し普及

啓発を行う。また、学生献血推進協議会のメンバー在籍校での献血者確保強化を行い、

併せて、同年代を対象とした献血セミナーも実施する。  
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ウ 若年層の継続的な献血協力 

20 代・30 代の献血者に対しては、継続的な献血協力をいただけるよう企業などとの

連携を強化し、献血しやすい環境の整備に取り組む。併せて、広報手段として、若年層

向けの雑誌、放送媒体、インターネット等の様々な手段を用いて、献血の重要性を伝え

る効果的な広報を展開する。また、アプリ導入に伴うラブラッドプレ会員登録の推進を

強化し、献血未経験者への献血思想普及に繋げる。 

 

③ 行政や各種ボランティア団体との連携に伴う集団献血の実施 

県、市町村と連携し事業所訪問を行い、定期的・効率的な集団献血を実施する。特に集団

献血等に顕著な協力がある事業所に対しては「献血サポーター」への加入を促進し、献血活

動へのさらなる理解と協力をいただく。併せて、県及び市町村献血推進担当者、ライオンズ

クラブ担当者、事業所献血担当者等を対象に、献血の研修会等を開催し、各団体との協働に

よる献血を実施する。加えて、県民への献血についての普及啓発を目的に、県と連携の上、

これら団体のご参加・ご協力をいただき、「愛の血液助け合い運動月間」や「はたちの献血」

等の街頭キャンペーンを実施する。その他、献血推進協議会未設置の市町村については、県

と連携し、同協議会再構築の協力を行う。 

 

④ 成分献血者の安定確保 

血小板製剤及び分画製剤の医療需要が高まっていることから、血小板・血漿成分献血の予

約を促進し、献血者の安定的な確保を図る。 

 

⑤ 鹿児島県赤十字血液センター独自の事業（地域密着型の献血と献血ボランティアの育成） 

地域の諸団体・商店街等と連携し地域密着型の献血の実施に努めるとともに、献血活動を

推進する「けんけつ応援隊」を育成し、広く県民に献血への普及啓発を図り、県民総ぐるみ

の献血運動を推進する。併せて、受血者等の集まりである「～献血ありがとう～いのちをつ

なぐ友の会」の声を献血者に伝え、より一層の献血の重要性を理解してもらう。 
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(3) 献血者対応 

各種献血会場において、献血者が安心して献血できる環境の整備に努め、献血に対する一

層のイメージアップを図る。また、合理的かつ効率的な採血を目指すとともに、献血者等か

らの相談等に対して適切な対応を行い、献血者の健康管理を支援する。特に、初回献血者に

は事前説明を十分に行うことで不安を軽減し、献血後のケアにも取り組むことで採血副作用

の防止に努める。このほか、生化学検査、血球計数検査成績のお知らせ等を希望により実施

する。 

 

(4) 供給に関する対策 

① 供給予測の精度向上 

県民への安全・安心な輸血医療促進のため、貴重な献血血液のさらなる安全性・品質の確

保等を行い、血液製剤の使用量等にも十分配慮しながら血液製剤の有効利用が図られ、過不

足のない献血が実施できるように供給予測の精度向上に努める。 

 

② 定時配送の向上 

血液製剤の供給については、鹿児島県赤十字血液センター学術情報・供給課、鹿屋出張所

及び川内出張所の 3 施設から行なっているが、引き続き、血液輸送管理体制の強化に努める

とともに、真に緊急を要する場合の適格な対応が取れるよう定時配送の向上に努める。 

 

③ 血液製剤発注システム（WEB）の推進強化 

2019（令和 2）年 11 月に WEB での血液製剤発注システムが更新され、血液事業本部から

は、2022 年（令和 4 年）4 月に WEB 発注率 80％以上の目標値が設定された。これに伴い、

2024 年 4月からは全ての血液製剤の受注について、WEB へ移行となることから、供給係と学

術情報係で協力しながら、全医療機関が WEB 発注に対応できるよう推進していくとともに、

引き続き、受注管理体制の強化に努める。 
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(5) 学術に関する対策 

① 医薬情報活動の充実 

医療機関が安全な輸血を行うための支援や医療機関のニーズ等に的確に応え、相互の信

頼・協力の維持に努めるとともに医療機関への積極的な訪問活動を実施し、血液製剤の品質、

有効性及び安全性に関する情報提供等を行い、安全かつ適正な使用を推進するとともに、輸

血用血液製剤の使用による有害事象をはじめとする安全管理情報の収集、対応を実施する。 

 

② 鹿児島県合同輸血療法委員会との連携による血液製剤の適正使用及び有効利用の推進 

医療機関・行政・血液センターの代表者からなる鹿児島県合同輸血療法委員会世話人会の

事務局業務を行うとともに、同世話人会と連携し、県内輸血実施医療機関すべてに対しさら

なる血液製剤の適正使用及び有効利用の推進を図る。 

 

③ 血液製剤の品質保証 

医療機関に供給する血液製剤の品質、有効性及び安全性を確保するため、関係法令や管理

基準等を遵守しながら品質管理体制の強化及び品質システムの普及に努める。併せて、血液

製剤に係る品質管理については、品質改善管理及び変更管理を運用し、継続的改善を実施す

る。 

 

④ 研修生受入 

将来、地域医療を担う鹿児島大学医学部生が血液事業に対し、関心・理解を深めてもらう

ために、医学部生を対象に、献血の状況や血液製剤等についての研修を実施する。 
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１４ 社会福祉事業 

 

特別養護老人ホーム錦江園は、日本赤十字社で初めての老人ホームとして昭和４９年６

月に開設され、平成２５年１月の建物全面改築工事を経て、平成２６年２月からは全室個

室のユニット型施設として新たにスタートした。さらに平成２９年３月に１０床増床工事

を完了し、平成２９年４月から介護老人福祉施設事業（８０床）と短期入所生活介護事業

（２床）の定員で運営している。 
 

  令和 6 年度も適正な施設運営体制の整備に努め、所定の介護料収入を確保するほか、入

居希望者を随時受付け、円滑な入居の推進を行うことにより経営の安定を図っていく。ま

た、効率的な業務執行体制の確立により可能な限り支出を抑制するよう努める。 
 

職員の処遇については、引き続き介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算に加え、介

護職員等ベースアップ等支援加算を行うとともに、他職種職員の処遇改善にも取り組んで

いく。さらに、外部主催の研修やオンライン研修へ積極的に参加し、ユニットケアに取り

組む職員の能力向上を目指す。 
 
介護に当たっては、赤十字の基本理念を業務の中で実践することを念頭に、入居者ごと

に作成する入居者本位の「施設サービス計画書」や「栄養ケア計画書」等の充実を図り、そ

れらに基づいて入居者が安心して日常生活を営むことができるよう質の高い個別ケアに努

めていく。看取り介護に関しては、今後更に介護ニーズが増大・多様化することが予想さ

れるため、看取り介護に関する研修等を充実させるとともに、医療ニーズの高い入居者に

対して、本人やご家族と繰り返し話し合いを行い、その人らしい最期を迎えられるよう努

める。 
 
新型コロナウイルス感染症により中止になることが多かったイベント等は、感染状況に

十分な注意を払ったうえで、少人数単位で実施可能なユニット企画を活性化させるととも

に、地域のボランティア等の協力を得ながら、園内イベントの再開に向け取り組んでいく。 
 
日本赤十字社長期ビジョン第二次中期事業計画（2023～2025 年度）に関連する取り組み

として、ICT 機器の導入に向けた更なる検討を行うことや、地域住民との交流及び地域貢

献活動を積極的に行うことにより地域における福祉の拠点となることを目指す。 
 
当園運営の基本方針と令和 6 年度における重点事項及びその詳細については、以下のと

おり整理している。また、令和 6 年度は創立 50 周年にあたるため、記念事業を実施する。 
 
 
 
≪第二次中期事業計画(2023～2025 年度)期間における当園運営の基本方針≫ 
 
「少子高齢社会、多様性の受容などの社会的な変化へ適切に対応するとともに、災害時や新

興感染症下でも日本赤十字社の特別養護老人ホームとして、持続可能で安心安全な質の高い

サービスを提供する。」 
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≪令和 6 年度当園重点事項≫ 
(1)入居者本位の安全で質の高いサービスの維持・向上 

①赤十字の基本理念を念頭に、日常業務において入居者本位のサービスを実践する。 
②入居者の安心安全と健康管理に留意し、質の高いサービスの維持・向上に努める。 
③サービス担当者会議をはじめ、各種会議や委員会の定期的開催。 
④ユニットリーダー研修修了者を育成し、充実したユニットケアに努める。 
⑤ケアマネジャー資格取得を推進し、将来的に 1 ユニット 1 ケアマネの配置を目指す。 
⑥専門的で質の高い口腔ケア・認知症ケア・看取り介護に取り組む。 
⑦園内イベント（お祭り等）の再開に向けた取り組みとユニット企画の更なる活性化。 
⑧協力ボランティアや実習生等の積極的受入れ・新規ボランティア開拓。 
 

(2)研修体制の充実と多様性を認め協力しあう職場風土の維持・醸成 
①職員の資質向上と職業倫理徹底を図るため、園内研修を更に充実させるとともに、外部

研修へ積極的に参加する。 
②チームケアの重要性を認識し、多様性を認め、相互扶助の精神を持つよう努める。 
③介護福祉士実務者研修実施事業者と連携し、地域の潜在的な介護人材を受け入れる。 

 
(3)ICT 機器の導入による業務効率化 

①施設における業務課題の洗い出しと ICT 機器導入による課題解決の可否検討。 
（福祉 ICT 展示会への参加、他施設の見学等） 
②移乗用リフト等介護職員の負担軽減に資する介護資機材の検討や計画的整備。 
 

(4)連携体制構築、作業効率化、情報の透明化と職場満足度向上 
①職場満足度調査を定期的に実施し、課題を抽出したうえで、問題解決に向け努力する。 
②業務のスリム化など園内体制の見直し、更には業務の集中又は再構築を図る。 
③各係・職員間のコミュニケーションの充実を図るとともに、業務連携を強化する。 
④市老施協 LINE 公式アカウントに参加し、施設紹介などを積極的に発信していく。 
⑤ホームページの定期的更新に努め、入居者家族、地域、一般市民等へ適宜情報提供を行う。 
⑥相談・苦情申出窓口や苦情解決相談員（第三者委員）を配置、各種の相談等に対応する。 
 

(5)行政等と連携した地域貢献活動の実施 
①地域ニーズ再確認のための情報収集。 
②地域貢献活動の展開（赤十字救急法等講習事業・災害時要援護者受入れ等）。 
③地域福祉活動推進会議（地域内ボランティア、民生委員、家族会等）開催と意見交換。 
 

(6)防災体制・各種災害対応にかかる取り組みと災害福祉支援チーム(DWAT)への参加 
①県内専門協議会との連携・諸調整（県・市当局、県・市老施協、県・市社会福祉協議会等）。 
②日赤県支部救護関連業務への参加・諸調整（日赤県支部主催会議又は研修等への参加）。 
③新型コロナウイルス感染症等の新興感染症への予防と対応 
④事業継続計画（BCP）内容の定期的な見直しと BCP に基づいた各種訓練の実施。 
⑤災害福祉支援チーム（DWAT）への登録、各種訓練参加及び災害時支援対応。 
 

(7)経営の安定化及び介護職員処遇改善等の実施 
①安定的な介護料収入の確保のため、適切な加算取得を行うとともに、入居者募集体制の

強化と円滑な入居に努める。 
②介護職員処遇改善を適切に実施するとともに、安定的な人材の確保を図る。 
③創立 50 周年記念事業（式典開催や記念誌の制作）の実施。 
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＜ 参考資料 ＞ 
１ ＜入居者の出身市町村・年齢別の状況＞        （令和 5 年 12 月 1 日現在） 

出 身 地 性

別 

50 歳

～ 
59 歳 

60 歳

～ 
69 歳 

70 歳

～ 
79 歳 

80 歳

～ 
84 歳 

85 歳

～ 
89 歳 

90 歳

～ 
94 歳 

95 歳

～ 
99 歳 

100
歳以

上 
合計 

鹿 児 島 市 
男 0 1 4 6 2 1 1 0 15 
女 1 0 4 5 9 18 11 2 50 

指 宿 市 
男 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
女 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

南 九 州 市 
男 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
女 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

南さつま市 女 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
枕 崎 市 女 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
垂 水 市 女 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
いちき串木野市 女 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
日 置 市 女 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
薩摩川内市 女 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
出 水 市 女 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
霧 島 市 女 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
十 島 村 女 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
長 島 町 女 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

合  計 
男 0 1 5 7 2 1 1 0 17 
女 1 1 6 7 11 22 12 3 63 

平均年齢：87 歳 10 ヶ月 （男性：81 歳２ヶ月、女性：89 歳８ヶ月） 
最高年齢：102 歳３ヶ月    最少年齢：55 歳４ヶ月 

   

２ ＜介護度の状況＞                  （令和 5 年 12 月１日現在） 
区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計  平均介護度 
人員 0 0 6 27 47 80 4.51 

 
３ ＜日常生活能力＞                  （令和 5 年 12 月１日現在） 

 

区 
 

 
 

 
 

 

分 

歩 行 食 事 入 浴 着 衣 排   泄 
自

力

歩

行 

杖
等
の
歩
行
補
助
器
使
用 

車

い

す

使

用 

歩

行

介

助 

自

分

で

可

能 

一

部

介

助 

全

面

介

助 

自

分

で

可

能 

一

部

介

助 

全

面

介

助 

自

分

で

可

能 

一

部

介

助 

全

面

介

助 

昼  間 夜  間 
便所 お

む

つ

使

用 

便所 お

む

つ

使

用 

自

分

で

可

能 

介 
 

 
 

 

助 

自

分

で

可

能 

介 
 

 
 

 

助 

実
数

(

人) 2 2 75 1 37 17 26 1 20 59 5 27 48 14 21 45 12 10 58 
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【 参 考 資 料 】 



 

赤 十 字 年 間 の こ よ み 
月 別 日 記                事 

１月 29日 （1881年）日本赤十字社の前身「博愛社」の規則を制定 

２月 

17日 

 

 

（1863年）ジュネーブに5人委員会誕生（国際委員会の前身） 

     アンリー・デュナンが提唱した国際救護団体（現在の赤十字組織）  

創設の意見を最初に取り上げた。 

３月 10日 （1921年）赤十字国際委員会規約制定 

４月 

１日 

11日 

18日 

23日 

（1890年）日本赤十字社看護婦養成開始 

（毎 年）昭憲皇太后基金配分 

（1906年）サンフランシスコ震災に義援金送る（海外救護のはじめ） 

（1953年）政府ジュネーブ諸条約に再加盟 

５月 

１日 

５日 

８日 

12日 

20日 

（1877年）日本赤十字社創立記念日 

（1919年）赤十字社連盟創立 

（1828年）赤十字の父アンリー・デュナン誕生（世界赤十字デー） 

（1820年）看護婦の母フローレンス・ナイチンゲール誕生 

（1887年）博愛社を日本赤十字社と改称 

６月 21日 （1888年）はじめて有功章社員章を制定 

７月 15日 （1888年）磐梯山噴火に最初の救護班派遣（平時災害救護のはじめ） 

８月 

12日 

13日 

14日 

22日 

（1949年）新ジュネーブ諸条約成立 

（1910年）看護婦の母フローレンス・ナイチンゲール死去 

（1952年）日本赤十字社法制定 

（1864年）最初のジュネーブ条約締結（12か国が調印） 

９月 
２日 

20日 

（1886年）万国赤十字社に加盟 

（1934年）東洋で最初の第15回赤十字国際会議を本社で開く。 

10月 

26日 

30日 

30日 

（1863年）赤十字の基礎となる規約制定（赤十字創設） 

（1965年）第20回赤十字国際会議において赤十字の基本原則宣言 

（1910年）アンリー・デュナン死去 

11月 
15日 

17日 

（1886年）日本政府、ジュネーブ条約に加盟、同日公布 

（1886年）日本赤十字病院創立 

12月 ７日 （1926年）初代社長佐野常民死去 
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役    員 

支  部  長      塩 田  康 一 

副 支 部 長      大 塚  大 輔 

              房 村  正 博 

   本 社 理 事    森  博 幸 

  本社 代議 員             5人 

   監 査 委 員          3人 

   評  議  員         40人 

 

赤十字奉仕団委員長及び団員数 

 赤十字奉仕団支部委員会委員長  大 迫 茂 子 

 ・地域赤十字奉仕団（59団） 

    団 員 数       11,938人 

 ・赤十字安全奉仕団委員長 岩 屋 幹 夫 

    団 員 数         140人 

 ・青年赤十字奉仕団委員長 枇 榔 優 香 

    団 員 数          9人     

 ・赤十字アマチュア無線奉仕団委員長 松 木 孝 生 

    団 員 数         324人 

 ・赤十字看護奉仕団委員長  （休止中） 

    団 員 数          0人 

 ・青少年赤十字賛助奉仕団委員長 針 原 正 弘 

    団 員 数         49人 

 

赤十字有功会 

 会 長  松 前 邦 昭 

    会 員 数       295人(社) 

 

青少年赤十字指導者協議会 

 会 長  日 髙 京 美 

    役 員 数         37人 

  

会 員 等（協力会員等除く） 

 個 人 会 員         1,173人 

 法 人 会 員         1,101社 

 

講習指導員 

 救 急 法 指 導 員                 104人 

 水上安全法指導員                  41人 

 幼児安全法指導員                  36人 

 健康生活支援講習指導員            23人 

 

医 療 事 業 

   病           院 1病院 

   診 療 科 目 9科 

    内科・リウマチ科・循環器内科・呼吸器内科・整形外科 

脳神経外科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科 

   病  床  数 120床 

   医    師 19人 

   医 療 技 師 34人 

   看  護  師                   91人 

 

血 液 事 業 

   血液センター・天文館出張所・鹿屋出張所・川内出張所 

   移 動 採 血 車 5台 

検 診 車           4台 

献 血 運 搬 車          20台 

（出張所を含む）  

  医    師                  7人 

  医 療 技 師           4人 

   看  護  師 34人 

 

社会福祉事業 

特別養護老人ホーム 

   入 所 定 員 数 80人 

   介護職員・看護師 51人 

   短期入所生活介護（ショートステイ） 2床 

    

救護・援護事業 

   常 備 救 護 班 8班 

   常 備 要 員 48人 

   無線基地局・移動局 77局 

   救  急  車 1台 

   災 害 救 援 車（地区分区配備含む） 72台 

   エ ア ー テ ン ト 2基 

  フレーム式拡張テント 3張 

   テ  ン  ト（地区分区配備含む） 146張 

   災害物資保管庫等（地区分区配備含む） 83ヵ所 

   炊き出し用釜セット（地区分区配備含む） 73ヵ所 

 

日本赤十字社鹿児島県支部の現況          （令和５年１２月末現在） 
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６人 １９人

２４人 １９人

日本赤十字社鹿児島県支部の組織機構
（令和５年１２月末現在）

（町村長等）
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本 社

（社長）

（本県選出５人）
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３人

顧 問

支 部 長

鹿

児

島

赤

十

字

病

院

理 事

事 務 局 支 部 施 設

監 事

監事事務室

監査委員事務室

分　区

分 区 長

（支所運営協議会長等）

２２３人

４０人 ３人

（本県選出１人）

６１人
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支部主要役員及び支部施設一覧表 

（１） 支部主要役員                    （令和５年１２月末現在） 

役 職 名 氏   名 現    職 任    期 

支  部  長 塩 田 康 一 県 知 事 R5.7.28～R8.7.27 

副 支 部 長 大 塚  大 輔 県 副 知 事 R5.7.10～R8.7. 9 

〃 房 村 正 博 県くらし保健福祉部長 R4.4. 1～R7.3.31 

本 社 理 事 森 博 幸 前 鹿 児 島 市 長 R4.4. 1～R7.3.31 

 〃 代議員 森 博 幸 前 鹿 児 島 市 長 R4.2.14～R7.2.13 

〃 本 坊 輝 雄 南 さ つ ま 市 長 〃 

〃 今 別 府 哲 矢 
前 薩 摩 川 内 市 社 会 

福 祉 協 議 会 会 長 
〃 

〃 川 畑 俊 彦 南生建設名誉会長 〃 

〃 大 迫 茂 子 
赤 十 字 奉 仕 団 

県支部委員会委員長  
R3.6.13～R7.2.13 

支部監査委員 上川路 長  生 公認会計士・税理士 R3.7.1～R6.6.30 

〃 大 柳 俊 一 県町村会事務局長 R3.4.1～R6.3.31 

〃 西  井  上    誠 
前 県 社 会 福 祉 協 議 会 

常務理事兼事務局長 
R3.2.9～R6.2. 8 

 

（２）支部施設一覧表 

名   称 所 属 長 名 所  在  地 郵便番号 電話番号 

日 本 赤 十 字 社 

鹿児島県支部事務局 
事務局長 橋 口 秀 仁   鹿児島市鴨池新町1番5号 890-0064 

(099) 

252－0600 

鹿児島赤十字病院 院   長 砂 原 伸 彦 鹿児島市平川町2545番地 891-0133 
(099) 

261－2111 

鹿児島県赤十字 

血 液 セ ン タ ー 
所   長 竹 原 哲 彦 鹿児島市鴨池新町1番5号 890-0064 

(099) 

257－3141 

特別養護老人ホーム 

錦 江 園 
園   長 檜 物 茂 樹 鹿児島市平川町2530番の1 891-0133 

(099) 

261－2789 
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〒890-0064 
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電 話 ０９９（２５２）０６００ 
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